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　本市では，このたび，第４次呉市長期総合計画の後期
基本計画を策定し，協働による自主的で自立したまちづ
くりを目指して，特色ある資源を活用した「地域の魅力
の更なる創出」を積極的に展開し，「元気な地域」を創
出していきます。
　農業においては，島しょ部地域の柑橘を基幹とした園
芸農業地帯と内陸部の水稲を基幹とした水田農業地帯に
大別され，特徴のある農業が営まれています。
　また，漁業においては，多くの島々と長い海岸線を有
した県内有数の好漁場に恵まれており，小規模な漁船漁
業と静穏な内湾域を中心にかき養殖業が営まれていま
す。
　しかしながら，農水産業を取り巻く環境は，農・漁業
者の高齢化や減少，価格低迷など厳しい状況であり，産
業としての持続性を確保するための効果的な対策を講じ
ていく必要があります。
　こうした状況を踏まえ，「地域の特性を活かし，未来
につながる農水産業」を基本理念とし，地域を元気にす
る取組を行うため，１０年後の呉市農水産業の方向性を
示す呉市農水産業振興ビジョンを策定しました。
　本ビジョンの農業振興部門において，「もうかる農業
の推進」「農業の担い手の確保・育成」「農地の効率的
な利用」「農業の多面的機能の維持」を，水産業振興部
門において，「もうかる漁業の推進」「漁業の担い手の
確保・育成」「つくり育て管理する漁業の推進」「漁業
生産基盤の整備」を基本目標として定め，農水産物のブ
ランド化や６次産業化の推進等，各種施策を展開し，活
力ある地域農水産業の推進を図ります。
　本ビジョンの推進に当たっては，農水産業者，市民，
関係団体，行政などが協働・連携しながら目指すべき姿
の実現に向けて，全力で取り組んでまいりますので，皆
様の御理解と御協力をお願いします。
　最後に，本ビジョンの策定に当たりまして貴重な御意
見，御提言をいただきました多くの皆様方に心からお礼
申し上げます。
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第１章　呉市農水産業振興ビジョンの策定

　１　策定の趣旨

　本市では，平成１８年と１９年に「呉市農業振興ビジョン」と「呉市水産振興ビジョン」を策
定し，それぞれのビジョンに沿って農水産業の発展に向けた各種施策を展開してきたところです。
　本市は，瀬戸内海に面した県内有数の農水産物の供給地域で，特に，沿岸・島しょ部において
は，農水産業は地域社会を維持する重要な産業となっており，安全・安心な農水産物を提供する
だけでなく，自然環境や生態系の保全など市民生活にも潤いをもたらす多面的な役割を担ってい
ます。
　一方で，現在の農水産業を取り巻く情勢は，農・漁業者の高齢化や減少，低迷する農業生産量
や生産額，漁獲量や生産額等，厳しい経営環境に加え，今後はＴＰＰ（環太平洋パートナーシッ
プ）による影響も懸念されるなど，より一層，厳しい状況が予想されます。
　こういった状況を踏まえ，１０年後を見据えた農水産業の方向性を示す「呉市農水産業振興ビ
ジョン」を策定し，地域の特性を生かした生産性の高い農水産業を目指して，これまでの取組を
基本としながら必要な見直しを行います。
　また，その魅力を次世代につなげるため，農水産物のブランド化や６次産業化の推進等，各種
施策を展開していきます。

　２　位置付け

　本ビジョンは，『「絆」と「活力」を創造する都市・くれ』を目指して策定された「呉市長期
総合計画」を上位計画とし，「2020広島県農林水産業チャレンジプラン」等の内容も踏まえ，こ
れからの呉市の農水産業の振興や地域の活性化のために取り組むべき具体的な施策等を明らかに
するものです。

　３　計画期間

　本計画は平成２８年度を初年度とし，１０年後の平成３７年度を目標年度とする１０か年計画と
し，計画期間前半の取組内容の検証等を行い，５年後に見直しを行います。

　


第４次呉市長期総合計画（平成２３～３２年度）
「絆」と「活力」を創造する都市・くれ

～協働による自主的で自立したまちを目指して～

呉市農水産業振興ビジョン（平成２８～３７年度）

県：2020広島県農林水産業チャレンジプラン（平成２３～３２年度）

国：食料・農業・農村基本計画（平成２７年３月閣議決定）
水産基本計画（平成２４年３月閣議決定）

【重点戦略】
① 人づくり ② 地域づくり ③ 都市づくり
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１　呉市の概要

　本市は，瀬戸内海のほぼ中央部，広島県の南西部に位置し，瀬戸内海に面する陸地部と倉橋島
や安芸灘諸島などの島しょ部で構成される温暖で自然環境に恵まれた都市で，市域全体を通じて
平たん地が少なく，集落が分断された形となっています。市域面積は，３５２．８ｋ㎡（平成２
７年１０月１日），人口は２３２,３９３人（平成２８年４月末）です。
　また，年間平均気温は約１７度と温暖で，年間降水量は，ほぼ１，５００㎜以下，年間日照時
間が，ほぼ２,０００時間を超えるなど，天候に恵まれた地域です。（別表１）
　　

別表１　呉市の気候

（出所：気象庁データ）

年 降水量（㎜） 気温（℃）

2015 1,627.5 16.5

2004 17.1

2006 16.4

1,990.9

2001 16.4

日照時間（ｈ）
2000 16.5 2,159.5

2,205.7
2002 16.7 2,155.9

1,037.0
1,346.0
1,058.0

2003 16.2 1,851.7
2,267.5

1,427.0
1,804.0

2005 16.3 2,153.8
1,936.9

2007 17.1 2,141.2
2008 16.5 2,121.2
2009 16.6 2,034.0

16.5 2,254.0

2010 16.7 2,093.4
2011 16.3 1,983.3

2014 16.1 1,954.1

2012 16.2 1,971.1
2013

1,391.5
1,341.0
1,705.0
1,206.0

1,114.0
1,646.0

983.0
1,067.0
1,439.5
1,475.5
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２　農水産業の現状と課題

 (1) 農業の現状

　本市の農業は，島しょ部の柑橘を基幹とした園芸農業地帯と内陸部の水稲を基幹とした水田
農業地帯に大別され，特徴ある農業が営まれています。平成２６年の農業生産額は約１９億円
で，内訳は果樹類が１３．８億円，水稲が２．７億円，野菜類が２．５億円です。今後，農産
物の価格低迷による収益性の低下や深刻な有害鳥獣被害で生産意欲の減退による経営耕地面積
の減少等，農業生産や農村環境への影響が懸念されています。　

（出所：2010年農林業センサス） （出所：呉市調査）

百万円

トン

種類別農業生産額の推移
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（出所：広島県農林水産統計年報［Ｈ17］，呉市調査［Ｈ24～26］）

（出所：広島県農林水産統計年報［Ｈ17］，呉市調査［Ｈ24～26］）

10年前

10年前

果樹類

833戸

稲作

317戸

野菜類

99戸

その他

56戸

種類別販売農家数（Ｈ２２）

販売農家数
：1,305戸

(8%)
(4%)

(24%)
(64%)

果樹類

13.8億円

稲作

2.7億円

野菜類

2.5億円

種類別農業生産額（Ｈ２６）

農業生産額
：19億円

(73%)

(14%)

(13%)

かんきつ
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○ 地域の農業の特徴

安浦

音戸

倉橋

旧呉市域

豊
蒲刈

豊浜

川尻

下蒲刈

【旧呉市域】

■ 水田農業を主体とした地域で，都市近

郊の立地を生かした野菜等が生産されて

います。

■ 基盤整備の遅れにより水田農業の合理

化が遅れています。

■ 広甘藍や葉ぼたんなど，伝統的な作物

も生産されています。

【川尻・安浦地域】
■ 水田農業が主体の地域で，温暖な気候条

件を生かし，様々な作物が生産されていま
す。

■ 花き，キャベツ，れんこん，柑橘，ぶど
う，ブルーベリー，いちじくなど多彩な農
業が営まれています。

■ 野菜などの少量多品目の生産と併せて直
売所などの取組も広く行われています。

【下蒲刈・蒲刈地域】
■ 柑橘を主体とした農業に取り組まれ，

葉みかん，アンコール等の特徴的な作物
があります。

■ 恵みの丘蒲刈等の施設に多くの来訪者

を集め，観光や交流を生かした農業振興
が図られています。

【豊浜・豊地域】

■ 県内を代表する柑橘の主産地を形成し，

レモンは国内でも有数の産地となっていま

す。

■ 温州みかんの需要低迷に対応するため，

いしじ，しらぬい，はるみ，レモン等への

品種更新を進めています。
■ 今後は，柑橘の産地ブランドの確立に向

けた対策が求められています。

【音戸・倉橋地域】
■ 野菜，花き，柑橘等の園芸作物の生産が

盛んです。
■ 倉橋町のトマトや青ねぎなど，特徴的な

作物があります。
■ 柑橘では，食味が良い「いしじ」やレモ

ンの生産拡大を進めています。
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 (2) 農業の課題

ア　農業生産基盤の脆弱化
　平成２７年の農家総戸数は約３，０００
戸で，平成１７年の約４，２００戸に比べ
て，約３０％も減少しています。
　また，農業就業人口については，６５歳
以上の人が占める割合が平成２７年は７８
％で，平成１７年の６７％に比べて１１％
増加するなど農業者の高齢化が進んでいま
す。さらに，平成２７年の農地経営耕地面
積は約８００haで，平成１７年の１，６０
０haに比べて約１／２に減少しています。
　このような統計値に加え，農産物の価格
低迷や生産資材費の高騰等，農業を取り巻
く環境は依然として厳しい状況が続いてい
ます。今後も農業者や経営耕地面積等が減 （出所：農林業センサス）

少していくと，これまでの農業産地を維持
できなくなることから，生産量の減少によ
る市場競争力の低下や耕作放棄地の増加，
農業所得の低下など，地域経済や生活環境
に悪影響を及ぼし，農業生産基盤の脆弱化
につながるおそれがあります。

（出所：農林業センサス）

イ　深刻化する有害鳥獣被害
　イノシシを始めとする有害鳥獣による農
地被害面積は減少傾向にありますが，依然
として厳しい状況にあります。
　有害鳥獣による農地被害は，農業者の生
産意欲の減退へつながるなど，農業環境に
悪影響を及ぼしています。

（出所：呉市調査）

ウ　農業の有する多面的機能の維持
　農業には，食料の安定供給のほかに，国土の保全，水源の涵養，自然環境の保全や景観形
成，文化の伝承など多面的機能を有しています。農業生産活動を通じてこのような機能を維
持しながら，憩いの場の提供，美しい景観の形成や環境保全などを市民生活の中に生かして
いくことが求められています。

エ　ＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ）による影響
　ＴＰＰ交渉の結果，農水産物の関税廃止品目等が明らかとなる等，本市の農水産業への影
響が懸念されます。
　今後，国が示す施策等を注視しながら，効率的な対策を検討する必要があります。
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 (3) 水産業の現状

　本市は，多くの島々と長い海岸線を有し，県内でも有数の好漁場に恵まれ，釣・はえ縄，小型底
びき網，刺網を中心とした小規模な漁船漁業と静穏な内湾域を中心にかきの養殖業が営まれていま
す。平成２６年の漁業総生産額は約６６億円で，内訳は，かき養殖約５５億円，漁船漁業約１１億
円となっており，広島県内の漁業生産額の約４分の１を占めています。
　しかし，近年，漁業経営体（養殖業も含む。）の減少や魚価の低迷により，漁船漁業生産額は大
きく減少しています。また，漁業就業者の約半数が６５歳以上の高齢者であり，今後漁業生産構造
が急速に脆弱化することが予想されます。
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百万円 種類別漁業生産額の推移
10年前

10年前

養殖漁業
(83%)

漁船漁業
(17%)

種類別漁業生産額の内訳（H26）

養殖漁業
29,503t

漁船漁業
2,876t

種類別漁業生産量の内訳（H２６）

H１７ H２６

漁業経営体数 914 709 -22.4

うち漁船漁業経営体数 826 643 -22.2
うち養殖漁業経営体数 88 66 -25.0

漁業生産量（トン） 30,720 32,379 +5.4

うち漁船漁業生産量 4,446 2,876 -35.3
うち養殖漁業生産量 26,274 29,503 +12.3

漁業生産額（百万円） 6,195 6,602 +6.6

うち漁船漁業生産額 2,622 1,115 -57.5
うち養殖漁業生産額 3,573 5,487 +53.6

年　度
増減率（％）項　　　目

11億円

55億円
漁業総生産額

：66億円

漁業総生産量
：32,379ｔ

（出所：呉市調査）

（出所：呉市調査）

(91%)

(9%)
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○ 地域の水産業の特徴

安浦

音戸

倉橋

旧呉市域

豊
蒲刈

豊浜

川尻

下蒲刈

【旧呉市域・川尻・安浦地域】

【音戸・倉橋地域】

【下蒲刈・蒲刈・豊浜・豊地域】

主要漁業：釣・はえ縄，小型底びき網，刺網，かき養殖
主要漁獲物：ヒラメ・カレイ類，サワラ，エビ類，かき

■ 釣・はえ縄，小型底びき網，刺網など多様な漁船漁業と吉浦・

阿賀・安浦地域においてかき養殖が営まれています。
■ 市街地に近いことから，消費者への直接販売や個人での市場出

荷など多様な流通形態により水産物を供給しています。

主要漁業：釣・はえ縄，刺網，小型底びき網
主要漁獲物：タチウオ，マダイ，メバル，オニオコゼ，カサゴ
■ 県内でも有数な好漁場を有し，釣・はえ縄などを中心に多

様な漁船漁業が盛んに行われており，釣・はえ縄が大半を占
めています。

■ 豊浜地域では，「豊浜タチウオ」をブランド化しており，
関西方面へ共同集出荷しています。

主要漁業：釣・はえ縄，刺網，かき養殖，小型底びき網，船びき網
主要漁獲物：シラス，エビ類，カレイ類，かき
■ かき養殖業やいわし船びき網が盛んに行われており，「音戸チ

リメン」や「音戸・倉橋のかき」などは全国的にも周知されてい
ます。

■ 観光客も多く，体験型漁業や他産業との連携の期待できる地域
です。

漁業種類別経営体数の内訳（H25：海面

漁業種類別経営体数の内訳（H25：海面漁

漁業種類別経営体数の内訳（H25：海面漁

釣・はえ縄
43%

小型底び

き網 22%

刺網 14%

かき養殖
11%

その他漁

業 8%

その他養

殖 2%

旧呉市域・川尻・安浦地域の経営体数の内訳

釣・はえ

縄 21%

刺網 20%

かき養殖
18%

小型底び

き網 15%

船びき網
5%

その他漁

業 19%

その他養

殖 2%
音戸・倉橋地域の経営体数の内訳

釣・はえ

縄 76%

刺網 9%

小型底び

き網 6%

その他漁

業 9%

下蒲刈・蒲刈・豊浜・豊地域の経営体数の内訳

H25年経営体数：250

H25年経営体数：229

H25年経営体数：230

（出所：2013年漁業センサス）

（出所：2013年漁業センサス）

（出所：2013年漁業センサス）
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 (4) 水産業の課題

ア　漁場環境及び漁業資源の悪化

　　各種の開発行為等で魚介類の産卵場や幼稚魚の育成場となる藻場や干潟等が減少しています。
　　また，都市化の進展による海底への廃棄物の堆積や底質の悪化など，漁場環境は依然として改
　善されていない状態にあります。これらの漁場環境の悪化に加え，過剰な漁獲により漁業資源も

　 　不安定な状況にあります。

イ　漁業生産構造の脆弱化
　　漁業経営体の減少傾向が続いており，漁業就業者の４８パーセントが６５歳以上の高齢者とな
　っています。このままの傾向が続けば，漁業経営体は高齢者層のリタイア等により一層減少する
　とともに，就業者の高齢化が進み，漁業生産を支える就業者構造が急速に脆弱化するおそれがあ
　ります。
　　また，漁獲量の減少，魚離れによる魚価の低迷に加え，カワウによる鳥獣被害の急速な拡大と
　いった経営環境の悪化により，漁業経営は一層厳しくなっています。
　　こうした状況が続けば，呉市における漁業の将来を担う就漁者の確保が望めず，水産物の安定
　的な供給の継続が困難になるばかりでなく，島しょ部など水産業が主要な産業となっている地域
　においては，活力の低下が懸念されます。

ウ　水産物をめぐる消費・流通状況の変化
　　輸入水産物の増加などにより，本市で多く漁獲されるマダイ・クロダイは１０年前に比べ５０
　パーセント以下の魚価となるなど，主要魚種の単価は低迷しています。
　　また，食の外部化等の進展に伴い，家計における食料支出の中で，外食や調理食品の支出額が
　増加し，家庭内で調理される生鮮水産物の占める割合は，大きく減少しています。
　　加えて，卸売市場を経由して流通する水産物は減少傾向にあり，インターネットや通信販売の
　普及，輸送保冷技術の発達，消費者・実需者ニーズの多様化等に伴い，食品の流通経路が多元化
　し，それに対応できる体制を構築する必要があります。

エ　水産業・漁業地域の有する多面的機能への期待
　　水産業や漁業地域は，水産物を供給するという本来的機能以外に，物質循環の補完，生態系の
　保全，生命・財産の保全，交流の場の提供，地域社会の形成・維持などの多面的な機能を有して
　います。
　　瀬戸内海の水質は，これまでの水質総量規制により一定の改善がみられた一方で，最近は貧栄
　養化によるノリ養殖への悪影響や生態系全体の生産力低下が危惧されています。
　　特に，沿岸域に広がる藻場・干潟は水域の浄化と水生生物の再生産サイクルに大きく寄与して
　いることから，水産業・漁業地域が有する漁場環境の保全・修復が重要となります。
　　本市では，漁業者による海域の清掃活動や河川上流域への植林活動も行われており，水産業・　
　漁業地域の住民が一体となって多面的機能の発揮に取り組む必要性があります。
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１　基本理念と基本方針

　本ビジョンは，「地域の特性を生かし，未来につながる農水産業」を基本理念とし，地域の特
性を生かした生産性の高い農水産業を目指して，これまでの取組を基本としながら必要な見直し
を行います。
　また，ビジョンの推進に当たっては，「収益・担い手の確保による農水産業の魅力向上」を基
本方針とし，農業・水産業の二つの分野で各種施策を展開することとします。

活力ある地域の農水産業

４　漁業生産基盤の整備

地域の特性を生かし，未来につながる農水産業

【基本方針】

水　　産　　業

１　もうかる漁業の推進

４　農業の多面的機能の維持

収益・担い手の確保による農水産業の魅力向上

【基本理念】

２　漁業の担い手の確保・育成

３　つくり育て管理する漁業の推進

農　　　　業

１　もうかる農業の推進

２　農業の担い手の確保・育成

３　農地の効率的な利用
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◆・・・・これまでの成果
▲・・・・課題
○・・・・今後の方針

２　現行ビジョンの振り返り

農業経営の安
定，高度化

多様な担い手の
確保，育成

農地の効率的な
利用

農業の多面的
公益機能の維
持，発揮

◆第三水越地区の基盤整備を実施しました。

◆施設導入補助事業等を実施しました。

▲農業者の収益増加につながる新たな取組

○６次産業化の取組を推進するとともに，酒造りに適した米など収
益性の高い作物の生産推進及び広甘藍など地域特産品のブランド化
を図るなど，農業者の収益増加につながる取組を推進する必要があ
ります。

◆新規就農者や認定農業者の育成支援を実施しました。
◆高齢者等の就農促進を図りました。

▲更なる担い手の確保

○地域の担い手となる新規就農者の育成支援を重点的に行うととも
に，それまでの人生経験を生かせる定年退職者や高齢者等，多様な
人材を地域の担い手として育成する必要があります。

◆遊休農地再生・活用事業やかんきつ園地集積整備支援事業等を実
施して，農地の効率的な利用を図りました。
◆農地利用集積促進事業を実施して農地の流動化を図りました。

▲今後も拡大が懸念される遊休農地対策

○人・農地プランを活用した農地集積や産地計画によるゾーニング,
農地中間管理事業を活用した農地の流動化等，農地のより効率的な
利用を図る必要があります。

◆食育推進を図るとともに農業イベントや市民農園など，ふれあい
の場の創出を展開しました。
◆農村環境維持・保全の取組を実施しました。

▲農村環境維持・保全に取り組む団体の育成

○食育推進やふれあいの場の創出を行うとともに，農村環境の維持
保全を図るため，取組を実施する団体を育成する必要があります。

農 業

「人・農地プラン」・・・将来，維持すべき優良農地をどのように担い手へ集積していくかなど，担い手や

農地の問題を地域の話し合いの中で解決していくための地域農業マスタープラン

「農地中間管理事業」・・・担い手の規模拡大，未活用農用地の有効活用等を目的に，農業をリタイア

する農業者等の農用地を農地中間管理機構が集積して，担い手に貸し付ける事業
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◆・・・・これまでの成果
▲・・・・課題
○・・・・今後の方針

漁業資源の維
持・増大対策及
び安定的な養
殖業の推進

漁業経営体の強
化・育成

漁業生産基盤の
整備

◆安定的な漁業生産を維持するため，稚魚放流を行い栽培漁業

の推進を図ってきました。

◆市内の小学校などに出向き，水産業や資源保護について水産

教室を実施しました。

▲稚魚放流魚種と高収益化のつながり

○放流対象魚種の絞り込み（高価格魚）を行う等，漁業経営の
改善に直接的に結び付くような取組を推進する必要があります。

◆大屋漁港等の整備を行いました。また，既存の漁港施設や漁

業用施設整備の長寿命化及びライフサイクルコスト削減を図る

ため，漁港施設機能保全計画を策定しました。

◆魚介類の生息・繁殖の場となる藻場造成について，漁場整備

計画に沿って実施してきました。

▲藻場等が有する公益性（生態系の保全
等）についての市民へ周知

○漁業生産基盤の整備については，地域の海域環境の維持・回
復という観点から有効なものであり，生態系の保全という面か
ら市民の関心も高くなっています。藻場の持つ公益性について，
更に市民に啓発し，市民と協働して取組を推進する必要があり
ます。

◆漁船保険・漁業共済などへの支援事業を行い，漁業経営の安
定化を図ってきました。
◆水産祭りや料理コンテストにより魚食の普及促進に取り組ん
できました。
◆「豊島タチウオ」などのブランド化に取り組んできました。
◆担い手対策として「新規漁業就業者総合支援事業」を行って
きました。

▲担い手グループが主体となった新たな
水産物の高付加価値化への取組

○漁業の担い手確保・育成，オニオコゼなど新たな水産物の高
付加価値化（ブランド化）について積極的な取組を行う必要が
あります。

水 産 業
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３　施策体系

【基本理念】

漁業経営の安定化

農産物のブランド化の推進

販売体制の強化

【
基
本
方
針

】
　
収
益
・
担
い
手
の
確
保
に
よ
る
農
水
産
業
の
魅
力
向
上

資源管理型漁業の推進

漁業生産基盤の整備

つくり育て管理する漁業の推進

農　　業 水　産　業

地域の特性を生かし，未来につながる農水産業

農地の効率的な利用

農業の多面的機能の維持

漁業の担い手の確保・育成

水産物のブランド化の推進

農業の担い手の確保・育成

もうかる農業の推進

農業経営の安定・高度化

もうかる漁業の推進

栽培漁業の積極的な推進

有害鳥獣対策の強化

活力ある地域の農水産業
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４　推進体制

 (1) 実施計画のフォローアップ

　実施計画の実効性の確保，効率的な施策展開，施策の客観性・透明性・信頼性の確保及び市
民への説明責任の向上等を図るため，本ビジョンにより実施する施策の点検・評価に取り組み
ます。
　ビジョンに掲げた実施計画の目標指数について，達成状況の把握を行い，その結果を基に評
価を行います。

 (2) 実施体制

　ビジョンの施策推進に当たっては，地域の特色を生かした実効性のあるものとするため，地
域の農水産業者や関係団体等との連携を強化し，「施策の選択と集中」を基本に，効率的な取
組を進めます。

【計画 Ｐｌａｎ】

【実施 Ｄｏ】【改善 Ａｃｔｉｏｎ】

【評価 Ｃｈｅｃｋ】

～地域の特性を生かし，未来につながる農水産業～

農水産業関係団体
事業者

（2次・3次産業者）

呉 市

協働・連携

マネジメントサイクルを基本に施策の点検評価

農水産業者 市民・消費者

国・県・関係機関

13



第４章　農業振興部門
～実施計画～
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  (1) 農業経営の安定・高度化

 ①  目標
  農業者が将来にわたって農業を続けていくためには，農産物の付加価値や収益性を高める
ことが必要になってくることから，６次産業化の取組の推進や収益性の高い品目への転換を
目指します。
　また，消費者や食品関連事業者等の多様なニーズを把握し，ニーズに応じた安定的な農産
物の生産を推進します。

 ②  目標達成上の課題
ア　６次産業化の推進による農業者の所得向上と地域の活性化
イ　収益性の高い転作作物への移行　 
ウ　消費者ニーズ等に対応した安定的出荷

 ③  取組の方向性
ア　農業者が多様な事業者と連携し，地域の農産物を活用して新たな商品開発等に取り組む
　６次産業化を推進するため，６次産業化戦略・構想の策定を検討します。
 　 また，それに基づく施策を展開し，農業者の所得向上や地域の活性化を目指します。
イ　主食用米から酒造りに適した米などの品目へ転換を図り，収益性を高めます。
ウ　需要に即した生産を促進するため，消費者や食品関連事業者等のニーズを把握して，安
　定的に農産物を出荷できるよう施設（ビニールハウス等）を活用した栽培の促進や栽培技
 　術指導を行います。　  

 ④  具体的施策と推進主体

農業者・商工業者・
教育機関・市・国・
県

イ　転作作物の生産振
  興

・消費者ニーズの把
握

 ⑤  数値目標

酒造りに適した米の生産量 ３　ｔ ９　ｔ
６次産業化事業数 ０　件 ５　件

農業者・農協・市
○施設（ビニールハウス等）を活用した栽培の推進 農業者・市

・安定的な農産物の
生産振興

○担い手に対する栽培技術指導

○消費者ニーズ調査等の実施 農業者・農協・市

・計画的な事業推進 ○６次産業化戦略・構想の策定検討 農業者・市・国・県

○産学官等と連携した取組の推進
・多様な事業者等と
の連携

推進項目 具体的施策 施策の推進主体

項　　　　　　目 現状（Ｈ２７） 　目標（Ｈ３２）

ア　６次産業化の推進

○主食用米から酒造りに適した米など収益
性の高い品目への転換

農業者・農協・市

ウ　消費者ニーズに即した安定的な農産物の生産

××
１次産業

農業生産

２次産業

加工・製造

３次産業

流通・販売

６次産業化の推進による

農業者の所得向上・地域の活性化

加工品の開発，レストラン，ネット販売など

産・学・官等
と連携

各種支援

６次産業化の推進
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 (2) 農産物のブランド化の推進

 ①  目標
　地域の特性を生かした農産物のブランド化の確立に向けた取組を推進し，農業者の所得
向上及び地域農業の活性化を図ります。

 ②  目標達成上の課題
ア　柑橘ブランドの再構築
イ　ブランド化を目指す農産物の品質管理・生産量の確保
ウ　新たな農作物のブランド化　
エ　呉産農産物の効果的なＰＲ

 ③  取組の方向性
ア　本市の気候や土壌が栽培に適している柑橘は，栽培管理の徹底や優良品種への更新等
　により，産地ブランド化を図ります。また，レモンの周年販売による販売競争力の強化
  を図るなど，産地イメージの向上を図ります。　
イ　広甘藍等，特徴のある野菜については，栽培管理の徹底や一定の生産量の確保に努め
　ブランド化を図ります。

　 ウ　本市の温暖な気候が栽培に適しているオリーブ栽培を推進し，新たな呉産特産物とし
　てのブランド化を図ります。
エ　呉産農産物の特徴や高品質を消費者等に対して，パンフレットやホームページ等を活
　用して効果的なＰＲを実施します。

 ④  具体的施策と推進主体

・産地イメージの向
上

・消費者への情報提
供

 ⑤  数値目標

レモン生産量 　   ２，２５７　ｔ      ３，０９０　ｔ
－              ６  ｔオリーブ生産量

広甘藍生産量 　　　　　 ２０　ｔ            ６０　ｔ

農業者・農協・市

項　　　　　　目 現状（Ｈ２７） 　目標（Ｈ３２）

・地産地消 ○呉まるごとマルシェの開催

○パンフレット作成，ホームページの活用 農業者・農協・市

ウ　新たな農産物の
　ブランド化

○新たな呉産特産物としてオリーブのブラ
ンド化

農業者・農協・事業
者・市民・市

○レモンの周年販売で販売競争力強化によ
るイメージ向上の推進

農業者・農協・市

イ　栽培管理の徹底
　・生産量の確保

○広甘藍等特徴ある野菜のブランド化 農業者・農協・市

エ　呉産農産物のＰＲ

推進項目 具体的施策 施策の推進主体
ア　柑橘ブランド化の再構築

・産地ブランド化 ○栽培管理の徹底，優良品種への更新 農業者・農協・市

呉まるごとマルシェ

ブランド化の推進

広甘藍

レモン

16



 (3) 販売体制の強化

 ①  目標
　商品として流通していない農産物を含めた多様な農産物や水産物を販売する農水産物直売
所の整備について検討するとともに，多様な販売チャンネルを活用して販路の創出を図るな
ど，販売体制の強化に努めます。

 ②  目標達成上の課題
ア　直売所整備に向けての関係団体との連携
イ　農業者と流通事業者等との連携

 ③  取組の方向性
ア　農協・漁協等と連携して商品として流通していない農水産物を含めた多様な農水産物を
　販売する農水産物直売所の整備を検討します。
イ　市場流通やアンテナショップなど多様な販売チャンネルを活用して，農水産物の販路を
　確保するとともに，学校給食での食材活用など，販路の拡大を図ります。

 ④  具体的施策と推進主体

イ　多様な販路創
　出

具体的施策

○農水産物直売所の整備検討

○農業者と流通事業者等のマッチング
○学校給食の食材提供
○農産物の販路促進事業

施策の推進主体推進項目
ア　農水産物の直
　売

農漁業者・農協・
漁協・市

農業者・農協・市

農業者・事業者・市
農業者・市

多彩な販路

アンテナショップ農水産物直売
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 (4) 有害鳥獣対策の強化 　

 ①  目標
　農業者の耕作意欲減退につながるイノシシ等有害鳥獣から農地を守り，農作物被害を減
少させるため，「捕獲」「防御」「広報」「調査・研究」の各種事業を継続して行うとと
もに，地域ぐるみでの取組を強化するなど，効果的な施策展開を図ります。

 ②　目標達成上の課題
　 ア　捕獲従事者の高齢化，出没範囲の広範囲化，シカ等対策　
 　イ　地域ぐるみでの対応　 
 　ウ　有害鳥獣対策の周知・徹底　 
 　エ　大学等の研究結果を活用した対策　 

 ③　取組の方向性
 　ア　捕獲報償金制度等を継続するとともに，他市町で効果を上げている制度等を研究し，
 　　より効果的な対策を導入して捕獲力の強化を図ります。
　 イ　防護柵等資材購入助成事業等を継続するとともに，地域ぐるみで取り組む鳥獣被害対
　　  　策モデル事業を実施します。
 　ウ　市政だよりや出前トーク等を活用して有害鳥獣対策の周知・徹底を図ります。
 　エ　大学等が行う有害鳥獣対策の研究結果を活用して，効果的な対策を検討します。

 ④  具体的施策と推進主体

 ⑤  数値目標

有害鳥獣による農地被害面積
項　　　　　　目 現状（Ｈ２７） 　目標（Ｈ３２）

            ２７　ha            ２０　ha

ウ　広報対策
○市政だより，出前トーク等を活用した有
害鳥獣対策の広報

市

エ　調査・研究
○大学等と連携した有害鳥獣の生態研究等
を活用した事業の検討

大学等・市

イ　防御対策
○防護柵等資材購入助成事業の実施 農業者・市
○大規模防護柵貸与事業の実施 農業者・国・県・市
○鳥獣被害対策モデル事業の実施 農業者・県・市

推進項目 具体的施策 施策の推進主体

ア　捕獲対策
○捕獲報償金制度の実施 農業者・市
○狩猟免許取得助成事業の実施 農業者・市
○箱わな等の貸出し 農業者・市

（調査・研究）
・大学連携事業

（広報）

・相談派遣要員

・パンフレット，研修会，出前

トーク

◎農作物・農地保全による農業収入の安定化
◎農業の生産・経営意欲の増進
◎遊休農地の増加防止

（捕獲）

・捕獲報償金

・有害鳥獣対策業務委託
・箱わな設置・箱わなの貸出
・ヌートリア・シカ対策
・狩猟免許取得等助成

（防御）

・防護柵助成
・大規模防護柵原材料支給
・対策支援要員
・モデル事業

有害鳥獣農作物・農地の被害

有害鳥獣被害に対する効果的な対策
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 ①  目標
　地域農業を担う新規就農者の育成を図るため，就農前から就農後に至るまでのきめ細かい
支援を行います。
　また，認定農業者や定年退職者など多様な担い手を育成します。

 ②  目標達成上の課題
ア　新規就農者の掘り起こし，農地の確保，施設整備
イ　経営ノウハウ・栽培技術習得

 ③  取組の方向性
ア　就農前の就農相談，認定農業者による実践的な農業技術研修，就農後の機械施設の整備
　に係る初期投資及び早期の経営安定を図るための青年就農給付金等の活用など，きめ細や
　かな支援を行い，地域農業を支える新規就農者を確保・育成します。
イ　認定農業者に対しては，農地集積や各種補助事業の活用，また，定年退職者などに対し
　ては，栽培実習等の技術指導を行うなど，多様な担い手を確保・育成します。

 ④  具体的施策と推進主体

 ⑤  数値目標
項　　　　　　目 現状(Ｈ２３～Ｈ２７) 目標(Ｈ２８～Ｈ３２)

新規就農者数 １１　人 １５　人

イ　多様な担い手の確保・育成
・認定農業者の確
保，育成

○各種補助事業を活用 農業者・市

・定年退職者等の
育成

農業者・市○就農前の栽培実習等の技術指導

農業者・市
・就農準備 ○経営計画作成支援，施設整備助成 農業者・市・県

・就農後
○施設整備助成，青年就農給付金の活用

農業者・市・県・国
○アフターフォローの充実

推進項目 具体的施策 施策の推進主体
ア　新規就農者の確保・育成

・就農相談 ○就農計画作成支援 農業者・農協・市・県
・技術習得 ○認定農業者による研修

就農相談 技術習得 就農準備 就農後

就

農

就農希望者

県・農協等

連携

就農計画作成

野菜・果樹・花き

認定農業者の元で
研修
《研修期間》

半年～２年間

《研修経費を補助》

広島県果実農業協同組合
連合会の研修農園で実践
研修
（生活費は国事業で確保）

機械施設整備

《機械整備費を補
助》

経営計画作成

県指導所・農業振興
センターが作成支援

農地の確保

農地情報の提供

農業振興センターが

指導

県・農協等

連携

早期経営安定の

実現

実践的な
農業技術の習得

経営が安定するまでの

５年間，生活費は国事業
で確保

経営ノウハウの

習得

相談窓口

農林水産課が対応

機械施設整備

柑橘など果樹

呉市における新規就農支援イメージ図
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 ①  目標
　人・農地プランや農地中間管理事業等を活用して新規就農者や認定農業者などに農地を
集積して，農地の効率的な利用を促進します。
  また，中山間地域等直接支払事業等の取組を推進して，遊休農地解消や優良農地保全を
図ります。

 ②  目標達成上の課題
ア　人・農地プランの有効活用，集積する農地の確保
イ　遊休農地解消のための有効策

 ③  取組の方向性
ア　人・農地プランや農地中間管理事業を活用して地域農業の実態，農地の利用状況，担
　い手の状況等を把握し，新規就農者や認定農業者等地域における農業の担い手に農地の
　集約を図ります。
イ　維持すべき農地の明確化（ゾーニング）を図り，産地内の情報共有を強化して，担い
　手への農地集積を円滑に進める仕組みを構築します。
ウ　遊休農地を活用したオリーブ栽培を推進し，遊休農地の解消を図ります。
エ　中山間地域等直接支払事業等の取組を推進し，優良農地の保全を図ります。

 ④  具体的施策と推進主体

ア　効率的な農地集積

ウ　遊休農地の解消・優良農地の保全

市民・市

 ⑤  数値目標

オリーブ栽培面積 －   　　　　 ７　ha

項　　　　　　目 現状（Ｈ２７） 　目標（Ｈ３２）
耕作放棄面積（１農家当たり） ３８　ａ 　　　　 ３８　ａ

イ　農地のゾーニング
○担い手への農地集積が円滑に行われるた
めのゾーニングの構築

農業者・農協・県・市

農業者・事業者・

・優良農地の保全
○中山間地域等直接支払事業や農村環境保
全事業等の取組の推進

農業者・県・市

・遊休農地の解消 ○遊休農地を活用したオリーブの推進

推進項目 具体的施策 施策の推進主体

・人・農地プラン
や農地中間管理事
業の活用

○農地の利用状況を把握し，担い手への農
地集積の仕組みを構築

農業者・市・
農地中間管理機構

整備完了した園地集積 オリーブ栽培
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 ①  目標
　農業は食料の安定供給のほかに，国土の保全，水源の涵養，自然環境の保全など，さまざ
まな機能を有し，市民生活で果たす役割は大きなものがあります。「食育の推進」「農村環
境の維持・保全」「農業とのふれあいの場の創出」を柱とした，多面的機能の維持を図りま
す｡

 ②  目標達成上の課題
ア　食育推進における学校等との連携
イ　農村環境維持・保全に取り組む団体の育成
ウ　農業イベント等のＰＲ

　
 ③  取組の方向性

ア　食は健康づくりの基本となる重要な役割を担っており，食について考え，食に対する正
　しい知識や食を正しく選択できるよう食を通じた取組を学校等と連携を図りながら，推進
　していきます。
イ　集落組織で取り組む農道・水路等の適切な維持・管理による農村環境保全を進め，良好
　な景観形成等の多面的機能を維持します。
ウ　農業イベント等に関する情報を積極的に発信し，市民と農業とのふれあいの場を創出し
　農業によって生まれる豊かさ等を市民が実感できるような取組を推進します。

 ④  具体的施策と推進主体

 ⑤  数値目標

中山間地域等直接支払事業

ア　食育の推進

１１　協定 １１　協定

ウ　農業とのふれあ
　いの場の創出

項　　　　　　目 現状（Ｈ２７） 　目標（Ｈ３２）

○農業イベントや市民農園等の実施 農業者・農協・市

推進項目 具体的施策 施策の推進主体
○学校教育での推進，効果的な啓発活動の
実施

農業者・市

イ　農村環境の維持
　・保全

○中山間地域等直接支払事業の活用 農業者・国・県・市
○農村環境保全事業の活用 農業者・国・県・市

農業の多面的機能

国土の保全

食料の
安定供給

水源の涵養

良好な
景観形成

文化の伝承

自然環境
の保全

農業の多面的機能
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 (1) 旧呉市域・川尻・安浦地域

 ①  地域の状況
　水田農業を主体とした地域で，温暖な気候条件を生かして，花き，キャベツ，れんこん，
柑橘，ぶどう，いちじくなど様々な農産物が生産され，広甘藍や葉ぼたんなど伝統的な農産
物も生産されています。
　
　野菜などの少量多品目の生産と併せて直売所などの取組も行われています。

○農業経営品目別販売農家数

○農産物販売金額規模別農家数（出所：2010年農林業センサス）

○主な農産物

②　地域の農業振興の目標
　水稲が基幹作物である地域においては，酒造りに適した米など収益性の高い品目の生産振
興を図り，機械の共同利用や農業者の組織化を奨励するなど，効率的な水田農業を推進しま
す。
　消費地に隣接している条件を生かした野菜，花きなど園芸作物の生産を振興し，農地保全
や農業者の所得向上を図ります。
　地産地消の推進と併せて多品目の生産を促進し，栽培技術の指導等を進めていきます。
　地域の農産物直売所等を有効に活用して，販路の拡大を図っていきます。　

③　地域の課題
ア　収益性の高い品目の生産振興
イ　担い手の確保・育成
ウ　有害鳥獣による農業被害

④　具体的施策と展開方向
ア　主食用米から酒造りに適した米などの品目へ転換を図り，収益性を高めます。
イ　人・農地プラン等を活用して地域農業の担い手を確保・育成します。
ウ　イノシシの他にシカ等による農業被害の拡大防止を図るため，効果的な有害鳥獣対策を
　推進します。

販売農家数（戸）
        309
         47
         30
         39
        425計

稲作
野菜類
果樹類

81.2% 15.8%

　

（漁獲物）　　ヒラメ・カレイ類　　サワラ　　メバル　　エビ類　　コ
ウイカ　　　  タコ　　　　　　カキ
（加工品）　　干しエビ

計 ～50万円 500万円～

1.9%

～200万円 ～500万円
5

主な生産品目

その他

1.2%構成比 100%
販売農家数 425 345 67 8

水稲 花き 広甘藍 キャベツ 葉ぼたん れんこん 柑橘 ぶどう いちじく

稲作

73%野菜類

11%

果樹類

7%

その他

9%

品目別販売農家数の内訳

販売農家数
：425戸

（出所：2010年
農林業センサス）
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 (2) 音戸・倉橋地域

 ①  地域の状況
　野菜や花きなど園芸作物の生産が盛んで自立経営農家も多数おり，平成２６年度には倉橋
町で，第三水越地区基盤整備事業が完了しています。
　多くの農業者は，高い技術を有し，販売先も確保しており，新規就農や農地の規模拡大を
図るための条件が整っている地域です。
　柑橘は全域で栽培されており，倉橋が発祥地で特徴的な品目である「いしじ」の栽培が行
われています。
　また，遊休農地等を活用してオリーブの栽培が行われています。

　

○農業経営品目別販売農家数

○農産物販売金額規模別農家数（出所：2010年農林業センサス）

○主な農産物

 ②  地域の農業振興の目標
　自立経営農家の農地の規模拡大を図り，産地強化を推進します。柑橘は改植や高接により
品種更新を進め，「いしじ」の生産拡大を目指すとともに，条件のよい園地を確保するため
の有効な施策を展開します。
　栽培適正や生産条件を考慮し，遊休農地等を活用して新規作物の生産振興を図り，優良農
地の確保に努めます。

 ③  地域の課題
ア　優良農地の確保
イ　担い手の確保・育成
ウ　有害鳥獣による農業被害

 ④  具体的施策と展開方向
ア　遊休農地等を活用して，オリーブ等の新規作物の生産振興を図り，優良農地を確保しま
　す。　　
イ　人・農地プラン等を活用して地域農業の担い手を確保・育成します。　
ウ　イノシシ等による農業被害の拡大防止を図るため，効果的な有害鳥獣対策を推進します。
　

主な生産品目
稲作

野菜類
果樹類
その他

　　　　計

構成比 100% 33.9% 29.1% 15.0%

～500万円
販売農家数

計 ～50万円

販売農家数（戸）
          8

1937
500万円～

28
22.0%

         55
         58
          6

        127

127 43
～200万円

トマト ねぎ だいこん えだまめ いしじ みかん

稲作

6%

野菜

類

43%

果樹

類

46%

その

他 5%

品目別販売農家数の内訳

販売農家数

：127戸

（出所：2010年
農林業センサス）
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 (3) 下蒲刈・蒲刈地域

 ①  地域の状況
　柑橘を基幹とした農業が営まれ，みかんやしらぬい，いしじ，はるみ等を含めた柑橘が幅
広く生産されています。平成２４年４月に蒲刈町に広島県果樹農業振興対策センター（宮盛
農園）が開設され，新たな果樹農業の担い手を育成しています。
　また，県民の浜や恵みの丘等の観光交流施設を活用して，柑橘等を中心とした農産品の販
　

売が行われています。
　

○農業経営品目別販売農家数

○農産物販売金額規模別農家数（出所：2010年農林業センサス）

○主な農産物

 ②  地域の農業振興の目標
　まとまりのある園地を確保し，大苗育苗や主幹形栽培など生産技術の高度化を図りながら
効率的な経営を進めていきます。
　下蒲刈町の葉みかんや蒲刈町のアンコールなど特徴的な柑橘は，需要に即した生産を促進
します。
　宮盛農園などの研修施設を活用して，新たな担い手を育成し，柑橘の生産振興を図ります。

 ③  地域の課題

イ　担い手の確保・育成
ウ　有害鳥獣による農業被害

 ④  具体的施策と展開方向
ア　宮盛農園などの研修施設を活用して新たな担い手を育成し，柑橘の生産振興を図ります。
イ　人・農地プラン等を活用して，地域農業の担い手を確保・育成します。
ウ　イノシシ等による農業被害の拡大防止を図るため，効果的な有害鳥獣対策を推進します。

主な生産品目
稲作

野菜類
果樹類
その他

　　　　計

～500万円
販売農家数 218 117

販売農家数（戸）
          0

          6
        209
          3

～200万円

53.7% 38.5% 6.0%
84 13

1.8%

ア　柑橘の生産振興

計 ～50万円

        218

500万円～
4

構成比 100%

みかん すもも いちご しらぬい いちじく

稲作

0% 野菜類

3%

果樹類

96%

その他

1%

品目別販売農家数の内訳

販売農家数

：218戸

（出所：2010年
農林業センサス）
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 (4) 豊浜・豊地域

①　地域の状況
　県内を代表する柑橘の主産地を形成している地域で，レモンは国内でも有数の産地となっ
ており，農業者と農協等が連携して生産振興を図っています。
　豊地域におけるみかんづくりの歴史などを紹介する，みかんメッセージ館が平成２６年６
月にオープンし，観光振興や地域の活性化が図られています。
　柑橘産地の分散された園地を整備・集積して収益性を高め，柑橘産地の育成を図っていま
す。

○農業経営品目別販売農家数

○農産物販売金額規模別農家数（出所：2010年農林業センサス）

○主な農産物

②　地域の農業振興の目標
　地域の主幹産業である柑橘については，高品質・省力的生産を進め，産地ブランドの強化
を図ります。特にレモンについては，周年販売できる体制を構築して販売競争力を強化しま
す。
　産地計画によるゾーニング等により，農地流動化の推進を図ります。　
　
　柑橘を活用した，多様な地域の特産品を観光拠点施設等を利用して，販売促進を図ります。

③　地域の課題

イ　担い手の確保・育成
ウ　有害鳥獣による農業被害

④　具体的施策と展開方向
ア　レモンの周年販売体制の構築等により，産地イメージを向上し，ブランド化の促進を図
　ります。
イ　人・農地プラン等を活用して地域農業の担い手を確保・育成します。
ウ　イノシシ等による農業被害の拡大防止を図るため，効果的な有害鳥獣対策を推進します。

販売農家数（戸）
               0

               1
             534
               0

             535

計 ～50万円

野菜類
果樹類
その他

計

ア　柑橘のブランド化促進

127293

主な生産品目
稲作

23.7%

～500万円
販売農家数 535 97

～200万円 500万円～

構成比 100%
18

3.4%18.1% 54.8%

みかん レモン しらぬい

稲作
0%

野菜類
3%

果樹類
96%

その他
1%

販売農家数
：535戸

品目別販売農家数の内訳
（出所：2010年

農林業センサス）
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第５章　水産業振興部門
～実施計画～
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 (1) 漁業経営の安定化

 ①  目標
　漁船保険・漁業共済等の支援事業により，不慮の事故及び台風・赤潮等の自然災害による
費用負担並びに責任を軽減し，漁業の再生産を容易にすることによって漁業経営の安定化を

　 図ります。
　   　また，漁業振興資金貸付等による経営の近代化を推進し，効率的かつ安定的な漁業経営の
   確立を目指します。

 ②  目標達成上の課題
ア　漁船保険・漁業共済制度の円滑な運営
イ　漁業融資制度の周知

 ③  取組の方向性
ア　漁船保険制度については，漁業実態に応じた支援制度の再構築を検討します。また，漁

　   業共済への加入促進により，自然災害による経営の弱体化を防ぎ，安定した漁業経営基盤
　 　の強化を進めます。

イ　漁業融資制度の周知等を図り，経営の近代化を推進します。　

 ④  具体的施策と推進主体

・漁船保険制度の再構築 新規漁業者等への積極的な支援体制の構築 漁協・漁業者・市
・漁業共済への加入促進 漁業共済補助制度の周知，加入促進

イ　漁業融資制度の周知 制度の周知 漁協・信漁連・市
漁協・共済組合・市

推進項目 具体的施策 施策の推進主体
ア　漁船保険・漁業共済制度の円滑な運営

不
安
定
な
漁
業
経
営

事業の円滑な運営

漁
業
経
営
の
安
定

自 然 災 害

不 漁非効率な設備

事 故

各種支援制度の再構築

漁業経営の安定化～セーフティーネットを確保～
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 (2) 水産物のブランド化の推進

 ①  目標
  品質や生産量において他産地より優位に生産出荷されている品目について，高度な品質管

　 理体制を整備するなど，産地ブランドの確立に向けた取組を行い，安定的かつ効率的な流通
　 体制を構築します。
　 　また，地域定着性が高い高価格魚の新たなブランド化に取り組みます。さらに，観光業な

ど他産業と連携した６次産業化の取組を行うとともに，食育を通じて地産地消を推進します。

 ②  目標達成上の課題
ア　消費者ニーズに対応した高品質な水産物の供給・管理体制の構築
イ 「呉のカタチ（カキ，タチウオ，チリメン）」に加えた新たなブランド化の推進
ウ　呉産水産物の積極的なＰＲ

 ③  取組の方向性
ア　漁協による連携や担い手グループによる水産物の共同集荷の取組を進め，大消費地飲食

　 　店等からのニーズにも対応できる供給体制の整備及び安全・安心で高品質な水産物を供給
　 　するための高度な品質管理体制を構築し，販売ルートの拡大・開拓を行います。

　　また，地域定着性が強く，高級食材として流通するオニオコゼを新たなブランドとして
　推進を図ります。

 イ　魅力的な産地直送販売所を漁業者自ら経営するなど，地域の内外に高い商品力を発信す
　 　ることにより，地域での認知度の向上を図るとともに，食育の取組と連携するなど，地産
　 　地消を進めます。
　 　　また，高齢漁業者などにより，商品価値の低い漁獲物を加工品として製造するなど，新

　たな地域の特産品づくりを進めます。
ウ　「呉のカタチ（カキ，タチウオ，チリメン）」など，呉産水産物の特徴や品質の良さを

　 　消費者に分かりやすくＰＲします。 　
　 　　料理教室，料理コンテスト等により魚食の普及を進めるとともに，その時その場所でし
　 　か食べれない味など，地域ならではの味を紹介し，水産物の消費拡大を図ります。
　　 　　小学生を対象とした水産教室など，水産業への理解を深める取組を進めるとともに，観
　　 　光業，商工業などの他産業と連携した６次産業化を推進し，呉産水産物や加工品の魅力を
　　　 　増幅し，多方面へ発信します。
　　 
 ④  具体的施策と推進主体

ア　消費者ニーズに対応した高品質な水産物の供給・管理体制
○地域の水産物ブランド化戦略の策定
○担い手の連携・組織化
○出荷量の拡大，販売ルートの拡大
○高価格魚（オニオコゼ）
○「日本一のかき」のＰＲ

イ　地産地消の推進
漁業者・漁協・連絡協議会･
市

・食育活動との連携 ○学校給食への食材供給の検討 漁協・市
・特産品の開発 ○未利用資源を活用した加工品の開発等 漁業者・漁協

ウ　呉産水産物の積極的なＰＲ
○パンフレットの作成，ホームページの活用 漁協・流通業者・市
○水産祭りの開催

・魚食の普及
・呉市水産業のＰＲ ○水産教室，漁業体験ツアー等の開催
・６次産業化 ○関係団体との協議，ホームページの活用 漁協・商工観光業者等・市

漁業者・漁協・市

・新ブランドの構築 漁業者・漁協・市

推進項目 具体的施策 施策の推進主体

・集出荷体制の構築

・高い商品力の発信 ○産地直売体制の構築

・ＰＲイベント開催等
漁業者・漁協・連絡協議会･
市

○魚のさばき方教室の開催

・消費者への情報提供
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呉漁業協同組合
連絡協議会

連携

・観光業
・加工業
・小売業
・流通業

漁業者

直販店・青空市場
市場・鮮魚店・飲食店

（販売促進グループ化）

消費者・観光客

・基準に沿った高度な
品質管理

・漁業者の連携や担い手
が中心となって安定供
給

・産地直送販売の取組

HP情報などから 呉市産水
産物への購入意欲を拡大 ・ＨＰやパンフレットで

おすすめ情報をPR

呉産を扱っているこ

とをディスプレイやメ

ニューへの記載など

で消費者にわかり

やすくPR

水産物の
消費拡大

呉産
水産物を
優先供給

A組合
漁業者A

組織的な担い手グループ等
連携

・観光業
・加工業
・小売業
・流通業

・産直市の
開催

・海産物PR
イベント

・直売所の
開設

多様な販売チャンネルへ選択的に出荷
新ブランドの創出

・産地情報の発信

・産地直送販売の取組

（仮称）呉のさかなブランド化推進検討会
ブランド化戦略の策定，支援

【呉市】

・ホームページで情報提供

・水産祭り，料理コンテスト等
の開催

・漁協青年部による連携グ
ループ

連携強

化

多面的な水産物の供給体制の構築

呉産水産物のＰＲ

６次産業化

B組合
漁業者B

A組合
漁業者C

付加価値
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 ①  目標
   漁業者の高齢化や後継者不足により年々減少傾向にある漁業従事者を確保するため，新規
　 漁業者に対する研修・育成に積極的に取り組みます。また，島しょ部の漁業地域においては
　 借家等の物件が少なく新規漁業者が定着しにくい環境にあることから，地域や市の関係部署
　 と連携した定住・移住対策に取り組み，漁業の担い手確保を図ります｡

 ②  目標達成上の課題
ア　新規漁業者の確保・育成

　 イ　高齢者･定年退職者等の多様な担い手の確保

 ③  取組の方向性
ア　青壮年や意欲のある新規漁業者に対しては，着業・定着支援を推進するとともに，定住・

　 　移住につながる支援策を関係部署と連携を図り，検討します。
イ　地域の水産物（タチウオ・エビ・タコ等）を利用した水産加工品の開発･製造･販売を推

　 　進し，高齢者・女性などの新たな雇用・収入源を確保します。
　　  　　また，定年退職者や新たなＵＩＪターン者に対する漁業技術の研修や地域の受入体制を

　整備します。

 ④  具体的施策と推進主体

ア　新規漁業者の確保・育成
○新規漁業者着業の支援
○新規漁業者定着の支援

・定住・移住対策
イ　多様な担い手の確保

・高齢者等の雇用 ○水産加工品の開発・製造・販売の推進 漁業者・漁協・市

 ⑤  数値目標

・着業・定着支援

○定住促進事業の検討

○定年退職者（シルバー等）の受入体制等の推進 漁協・市

市

漁協・地域団体・市
市

新規漁業者数 １４　人 １５　人

推進項目 具体的施策 施策の推進主体

項　　　　　　目 現状(Ｈ２３～Ｈ２７) 目標(Ｈ２８～Ｈ３２)

・多様な担い手の受
入れ

担い手を中心とした漁村地域の活性化

共同集荷体制の構築

選別・品質管理

出荷量単位を拡大
高付加価値化

担い手グループ

○加工品の創出
○収入の安定化

加工場・直販場

定年・高齢者 漁村女性

規格外
生産物

参画・運営

シルバー世代

高齢漁業者

担い手

UIJﾀｰﾝ等によ
る担い手

多様な担い手
・小型底びき

網等の基
幹漁業

・「タチウオ」等

新規漁業者

・新規漁業者総合支援事業
・定住や移住につながる支援

～漁村地域の活性化～
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 (1) 栽培漁業の積極的な推進

 ①  目標
　オニオコゼ，キジハタなど地先に定着し単価の高い魚種や，消費者のニーズが高い魚種の
放流を進め，漁業資源の維持増大と漁業生産額の増大を目指します。また，魚種や漁場環境
に適した手法により放流を行うなど効率的な栽培漁業の定着を図ります。

 ②  目標達成上の課題
ア　消費者ニーズや高価格魚に対応した計画的な種苗放流
イ　効率的な放流技術等の確立

 ③  取組の方向性
ア　消費者ニーズや高価格魚に対応した計画的な種苗放流を進めます。また，放流魚種の漁
　獲状況を収集するなど放流事業効果を把握するとともに，地域に適した放流魚種や手法の
　検討を進めます。  
イ　魚種や放流箇所の特性に応じた最適放流技術の向上に取り組むとともに，種苗の生残率
　向上のための中間育成技術の向上に取り組みます。

 ④  具体的施策と推進主体

ア　消費者ニーズや高価格魚に対応した計画的な種苗放流
・計画的な種苗放流 ○消費者ニーズ・高価格魚を意識した種苗放流 漁業者・漁協
・放流効果の適切な把 ○漁業者と連携した放流効果把握方法の検討
握 ○放流適地・放流サイズ等の再検討
・種苗放流計画の検討 ○放流魚種・数量の見直し 漁協・市

イ　効率的な放流技術等の確立
○放流作業者等による情報交換会の開催
○各魚種に適した最適放流手法の研修等の実施
○中間育成の実践 漁協
○中間育成技術研修等への参加 漁協・県・市

 ⑤  数値目標
項　　　　　　　目 　現状（Ｈ２７） 　目標（Ｈ３２）

放流尾数
うち高価格魚の放流尾数
（オニオコゼ，キジハタ，カサゴ）

       ７.５万尾         １０万尾

漁協・県・市

・放流技術の向上 漁協・県・市

・中間育成技術の向上

    　１５３万尾    　 １５３万尾

推進項目 具体的施策 施策の推進主体

効率的な
栽培漁業
の実現

放流・中間育成技術の向上
（県から技術支援）

放流魚種の検討
放流手法の改善

漁業者

連携強
化
・

情報交
換

放流効果
の評価

呉市 資源保護
適正管理

漁場づくり
適地の確保

漁
業
資
源
の
維
持
増
大

漁
業
生
産
額
の
増
大

地域が主体となった種苗放流

栽培漁業の積極的な展開

漁業協同組合

放流効果の高い地先定着型魚種

オニオコゼ，キジハタ，

ガザミ，カサゴ等
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 (2) 資源管理型漁業の推進

 ①  目標
　漁業資源の保護及び適正な管理を目指し，関係機関と連携を強化して，市民への意識啓発
に取り組みます。また，近年，漁業資源の維持に対して阻害要因となっている有害鳥獣（カ
ワウ）対策及び遊漁と漁業間の調和を図ることで，総合的な海域の資源管理を図ります。

 ②  目標達成上の課題
ア　漁業資源保護・管理意識の啓発
イ　漁業と遊漁間の調和
ウ　有害鳥獣（カワウ）の急激な増加

 ③  取組の方向性
ア　小学生を対象とした水産教室で，海などの自然や漁業の大切さを実感する場を提供する
　など，漁業資源の保護・管理意識の啓発を図ります。
イ　遊漁者等も含めた海の利用者に，資源保護や漁場利用のルールを啓発するとともに総合

　　 　的な海域利用計画の策定を検討します。
　　 ウ　近年は，カワウの急激な増加により，漁業資源の減少が危惧されることから，効果的な

　 　捕獲対策を検討します。

 ④　具体的施策と推進主体

イ　漁業と遊漁との調和
・遊漁者への意識啓発 ○資源保護・漁場利用のルール・マナーの啓発 漁協・県・市
・総合的な海域利用の ○遊漁者と漁業者が話し合う検討の場を設定
検討 ○総合的な海域利用計画策定の検討

ウ　有害鳥獣（カワウ）
○効果的なカワウ対策の検討 漁業者・漁協・県・市

　対策の検討

ア　漁業資源保護・管理
○水産教室開催，水産小冊子作成 漁協・関係団体・市

　意識の啓発

漁業者・漁協・県・市

推進項目 具体的施策 施策の推進主体

○資源保護管理の実践
○操業ルールの遵守

○資源保護・漁場利用の
ルール・マナーの向上

漁業
資源 漁業資源漁業資源の増大

資源管理体制の構築

漁業
者

市民
遊漁

水産教室～資源保護意識の啓発～

小学生によるヒラメの種苗放流

【市】 資源保護・管理意識の啓発

元気に
大きく育ってね

効果的なカ
ワウ対策
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 ①  目標
　海洋生物や鳥類などの貴重な生息・繁殖の場であり，市民が海に親しむことのできる，数

　 少ない場所である藻場・干潟は，近年の開発行為等により減少しており，そこに生きる微生
　 物・藻類・魚介類など多種多様な生物も減少しています。
　　　魚礁設置や藻場造成等により，幼稚魚育成機能・浄化機能・親水機能の回復を図るととも
　 に，沿岸への漂着ごみや海底堆積物を定期的に除去することにより，漁場環境の維持・修復
　 を図ります。

 ②  目標達成上の課題
ア　藻場などの造成
イ　藻場の効果的な造成技術の開発
ウ　藻場・干潟など漁場の持つ公益的機能の評価・啓発

 ③  取組の方向性
ア　地域の漁場環境を把握し，漁場の利用実態を踏まえた漁場環境の維持・修復計画を県と
　連携して策定し，計画的な事業実施を図ります。また，海浜・海底の堆積物の除去等，漁
　場環境の維持・保全対策を実施します。

　 イ　県立水産海洋技術センターや呉地域海洋環境プロジェクト創出研究会等と連携し，藻場・
　 　干潟の効果的な造成技術の開発に努め，具体的な実施について検討を行います。

ウ　藻場・干潟など漁場環境の持つ公益的機能について，市民に積極的に啓発し，市民と協
　　　働した漁場環境の維持・保全のための取組を検討します。
　 　

 ④  具体的施策と推進主体

ア　藻場等の造成

・漁場保全事業等の実施 漁協・市

・海浜等の清掃活動 ○漁業者による海浜清掃活動の実践
イ　環境維持・修復技術の開発

・造成技術の開発
・試験事業の検討
・養殖資材の適切な処理
システムの構築　

ウ　漁場の持つ公益的機能の評価・啓発
・公益的機能の評価等 ○呉市漁場の持つ公益的機能の評価とＰＲ 市

 ⑤  数値目標
項　　　　　　　目 　目標（Ｈ３２）

　藻場造成面積（H２０年度からの実績数値）

【参考】 （呉市の藻場・干潟の現状）

ha ha ha ha

※ 昭和５２年の藻場面積は，広島県藻場干潟台帳から算出した。

※ 平成１９，２７年の藻場面積は，平成１９，２３年度に呉市が実施した漁場長期計画策定調査による。

▲　８６藻場面積 ７１１ ６０６ ６２５

２２ｈａ

項 目 昭和５２年 平成１９年 平成２７年
増減

（対Ｓ５２）

○海域における試験事業の検討 漁協・県・市

○廃いかだ・竹等の処理システムの検討
漁業者･漁協・県・
市

・環境保全活動の検討 ○市民と協働漁場環境保全活動の検討 漁業者・市民・市

漁協

○藻場の造成技術の開発 漁協・県・市

○漁場環境の実態把握，漁場整備計画による事
業の実施

県・市

推進項目 具体的施策 施策の推進主体

・漁場整備計画による事
業の実施

○堆積物除去・海底耕うん等（養殖漁場）の実施
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 (1) 旧呉市域・川尻・安浦地域

 ①  地域の状況
　釣・はえ縄，小型底びき網，刺網などの多様な漁船漁業が行われ，広湾・安浦地域におい
ては，かき養殖を中心とした養殖業が営まれ，多種多様な魚介類が漁獲・生産されています。
　旧呉市の沿岸域は，これまでの開発行為等により，藻場・干潟などの漁場環境が大きく変
化していますが，安浦地域においては，県内でも有数なアマモ場を有しており，魚介類の重
要な育成場所となっています。
　漁業就業者については，漁船漁業において比較的若年齢層が多い状況にあります。
　水産物の流通については，市街地に近い利点を活かした消費者への直接販売や個人での広
島市場も含めた市場への出荷など多様な流通形態があります。
　

○地域の漁業の概況（出所：2013年漁業センサス）

　イ　漁業と遊漁間の調和

○漁獲物・収穫物の販売金額別経営体数（出所：2013年漁業センサス）

○主な漁獲物・加工品

 ②  地域の水産振興の目標
　稚魚放流による漁業資源の維持増大を推進するとともに，市街地に近く，他の都市圏への
交通網の利点を生かし，多様な流通体系を構築し，魚価の安定による漁業所得の向上を図り
ます。
　
　産直市の開催などにより，市民へ呉産の新鮮な水産物の提供機会を増やし，市民と一体と
なって呉産水産物への関心を高めます。

 ③  地域の課題
ア　漁業資源の維持増大対策の推進
イ　市街地に近接する利点を生かした出荷流通体制の構築

ウ　市民と連携した呉産水産物の周知活動

 ④  具体的施策と展開方向
ア　オニオコゼ・キジハタなど地先定着型魚種の栽培漁業を推進し，地域に特色のある漁業

　 　資源の増大を図ります。
イ　市場出荷に加え，朝市等の直接販売体制を構築し，収益性の向上，漁業経営の安定化を
　図ります。

　　   ウ　市民へ新鮮な水産物の提供機会をつくり，市民と一体となった地魚のブランド化を推進
　 　します。

　　養殖業
　　　かき養殖
　　　その他養殖
　　　　計

　３１経営体
　２６経営体
　  ５経営体
２３０経営体

　　海面漁業
主な漁業

　　　釣・はえ縄
　　　小型底びき網
　　　刺網
　　　その他漁業

経営体数
１９９経営体
　９９経営体
　５０経営体
　３３経営体
　１７経営体

～1,000万円

7.8%

1,000万円～

（漁獲物）　　ヒラメ・カレイ類　　サワラ　　メバル　　エビ類　　コウイカ
タコ　　　　　　カキ
（加工品）　　干しエビ

構成比 100%

計 ～３００万円
経営体数 230 153 59 18

66.5% 25.7%

（漁獲物） ヒラメ・カレイ類 シラス サワラ メバル エビ類 コウイカ タコ かき
（加工品） 干しエビ ワカメ 乾燥ノリ デビラ・デンチョウ

釣・はえ縄
43%

小型底び

き網 22%

刺網 14%

かき養殖
11%

その他漁

業 8%

その他養

殖 2%

旧呉市域・川尻・安浦の経営体数の内訳

H25年経営体数：230
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 (2) 音戸・倉橋地域

 ①  地域の状況
　いわし船びき網やかき養殖業が盛んに行われており，漁船漁業・養殖業の生産量が他の地
域と比較して多くなっています。しかし，近年，漁船漁業生産量は減少傾向にあり，漁業生
産額は魚価の低迷などにより大きく減少しています。
　倉橋地区の沿岸線は比較的自然海岸が残り，海岸に沿ってガラモ場などの藻場が広く形成
されており，魚介類の重要な育成場所となっています。漁港・漁村は，小規模なものが点在
しており，市場から遠距離なため出荷先が限定されるなど不利な状況にあります。
　一方，体験型漁業を含んだ県外からの修学旅行の誘致や漁村地域における民泊などの問い
合わせもあることから，観光関連事業者との連携なども進みつつあります。

○地域の漁業の概況（出所：2013年漁業センサス）

　イ　漁業と遊漁間の調和

○漁獲物・収穫物の販売金額別経営体数（出所：2013年漁業センサス）

○主な漁獲物・加工品

 ②  地域の水産振興の目標
　県立水産海洋技術センター等と連携し，比較的豊かな漁場環境を活用した漁業資源の維持
増大策を積極的に推進するとともに，漁場環境の維持修復を図ります。
　生産量の多いかきやシラス（チリメン）を中心にブランド力の強化を図るとともに，収益
性優先の漁業への転換を促進し，漁業の担い手の育成・強化に努めます。
　体験型の修学旅行の積極的な誘致など都市住民との交流等を通じて，地域の良さの再発見
と地域住民への啓発を図り，地域住民による漁村地域の活性化を図ります。

 ③  地域の課題
ア　漁業資源の維持増大対策の推進
イ　消費者のニーズに対応できる産地づくりとブランド力の強化
ウ　担い手の育成・確保
エ　漁業が中心となった地域の活性化　

 ④  具体的施策と展開方法
ア　漁場環境の維持・修復を進め，積極的な栽培漁業を推進します。
イ　チリメンやかき等県内で有数の産地であることから，地域ブランドの確立を図ります。
ウ　収益性を重視した漁業への転換を図り，新規漁業者の確保を推進します。また，ＵＩＪ
　ターン者やシルバー世代も含め，多様な担い手を確保し，活力ある地域づくりに積極的に
　取り組みます。
エ　豊かな自然環境を生かした観光・体験型漁業等の事業化を検討し，「浜の活力再生プラ
　ン」の推進を図り，地域の活性化に取り組みます。

　　　かき養殖
　　　その他養殖

　４４経営体

１８５経営体
　４９経営体
　４６経営体
　３５経営体

　　　その他漁業
　　養殖業

主な漁業
　　海面漁業
　　　釣・はえ縄
　　　刺網
　　　小型底びき網

構成比 100%

　１１経営体

　　４経営体

　４４経営体

60.7% 21.0% 18.3%

（漁獲物）　　カタクチイワシ・シラス　　ヒラメ・カレイ類　　エビ類　　タコ　　かき
（加工品）　　チリメン　　イリコ　　干しエビ　　デビラ　　冷凍かき　　干しワカメ　　海藻類

経営体数 229 139 48 42
計 ～３００万円 ～1,000万円 1,000万円～

計 ２２９経営体

　　　船びき網

　４０経営体

経営体数

釣・はえ縄
21%

刺網 20%

かき養殖
18%

小型底びき

網 15%

船びき網
5%

その他漁

業 19%

その他養

殖 2%
音戸・倉橋の経営体数の内訳

H25年経営体数：229

「浜の活力再生プラン」・・・水産業を核として漁村の活性化を目指し，具体的な取組を図る総合的な計画
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 (3) 下蒲刈・蒲刈・豊浜・豊地域

 ①  地域の状況
　県内でも有数の好漁場を有し，釣・はえ縄などを中心に多様な漁船漁業が盛んに行われて
います。漁業経営体のうち約８０％を伝統的な漁法である釣・はえ縄が占めるなど，他の地
区とは異なる漁業生産構造となっています。

　 　特に，豊浜地区においては，漁業への依存度が高く，地域を支える重要な産業となってい
ます。この地域は，長い間，離島であったため産地仲買への販売が主体となっていましたが
平成２０年の豊島大橋開通に伴い，漁協による共同集出荷事業が行われています。

　 　生産量・生産額ともに減少傾向にある中で，「豊島タチウオ」は，関西地域で高い評価を
受けており，漁業規模を維持していく必要があります。

　 　下蒲刈・蒲刈地区における来島者向けの観光・体験型漁業の取組や荷さばき施設を活用し
た共同出荷，豊浜地区におけるタチウオの加工（一夜干し）なども行われており，地域の特

　 色を生かした特産品づくりへの取組が行われています。

○地域の漁業の概況（出所：2013年漁業センサス）

○漁獲物・収穫物の販売金額別経営体数（出所：2013年漁業センサス）

○主な漁獲物・加工品

 ②  地域の水産振興の目標
　地域の特色を生かした高価格魚（オニオコゼ）について，既存の荷さばき施設を活用した

 漁協間連携に取り組む等，共同集出荷体制を構築し，「新たな地魚ブランド」創出に取り組
みます。

 　意欲ある若者が漁業に参入しやすい環境を整えるとともに，高齢者など多様な担い手の育
　 成・確保を推進します。
 　豊かな自然環境を生かした都市住民との交流を促進し，地域の良さをＰＲするなど漁村地
 域の活力の維持・向上と漁業者の意識改革を図ります。

 ③  地域の課題
ア　漁業資源の維持増大対策の推進
イ　地域の特徴を生かしたブランド化の取組
ウ　漁業操業の安定的な確保
エ　担い手の育成・確保
オ　都市間交流の推進

 ④  具体的施策と展開方向
ア　オニオコゼ・キジハタなど地先定着型魚種の栽培漁業を推進し，地域に特色のある漁業

　 　資源の増大を図ります。
イ　担い手グループが中心となった組織による集出荷体制を構築し，島しょ部の地魚のブラ

　 　ンド化を図ります。
ウ　漁業操業の安定化を図るため，関係者が連携した取組を推進します。
エ　ＵＩＪターン者やシルバー世代も含め，多様な担い手を確保し，活力ある地域づくりに

　 　積極的に取り組みます。
オ　観光・体験型漁業を推進し，都市間交流人口の増加を図ります。

主な漁業
　　海面漁業
　　　釣・はえ縄

経営体数
２５０経営体
１９０経営体
　２２経営体
  １６経営体
　２２経営体

　　　刺網

構成比 100%

　　　小型底びき網
　　　その他漁業
　　養殖業

計

経営体数 250 221 28 1

（漁獲物）　　マダイ　　タチウオ　　キジハタ　　オニオコゼ　　メバル・カサゴ類　　コウイカ
（加工品）　　タチウオ一夜干し　　干しエビ　　海藻類（ヒジキ・ワカメ）

88.4% 11.2% 0.4%

　　０経営体
２５０経営体

～1,000万円 1,000万円～計 ～３００万円

釣・はえ縄
76%

刺網 9%

小型底び

き網 6%

その他漁

業 9%

下蒲刈・蒲刈・豊浜・豊の経営体数の内訳

H25年経営体数：250
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（会長) 田中　秀樹　 広島大学大学院生物圏科学研修科 教授

中本　一義 呉農業協同組合 理事経済部長

山根　和貴 広島ゆたか農業協同組合 営農販売部長

荒谷　 昇 芸南農業協同組合 経済部長

中村 繁俊 広島県果実農業協同組合連合会 業務部長

倉本　寛 呉市農業委員会 会長

池田　勝憲 農区長代表者会 会長

市園　肇 水産海洋技術センター センター長

吉川　宏夫 呉漁業協同組合連絡協議会 会長

中島　克之 呉漁業協同組合連絡協議会 副会長

古本　正人 呉漁業協同組合連絡協議会 副会長

小松　良三 呉市企画部 部長

種村　隆 呉市産業部 部長

　　呉市農水産業振興協議会委員
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